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藤枝市認知症高齢者徘徊支援ネットワーク（仮称） 

         “ 事前登録”制度を検討しています。 
  徘徊の可能性がある人の写真や特徴を事前に登録し、実際に行方不明となった場合に、 

市に事前登録した情報を捜索時に活用して、迅速に発見するためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

認知症になっても、住み慣れた“ふじえだ”で生活が送れるようなまちづくりをすすめています。 

この事前登録制度は、藤枝市認知症支援ネットワーク（下の図）の強化を図るものです。 

 

 

 

現在、藤枝市認知症対策委員会で事前登録内容、 

情報伝達経路などを検討し、警察・消防など関係 

機関が委員となっている高齢者支援対策推進会議 

及び協議会で協議しています。 

併せて、個人情報保護審査会において審査を経て、 

 年度内に運用を開始する予定です。 

  


